
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔に挿入されたワイヤハーネスを保護するプロテクタ 前記貫通孔に装着
される装着部と、その装着部に設けられ、前記ワイヤハーネスの他の部材への接触を防止
する保護部と、を備えた
　前記保護部が、前記ワイヤハーネスが収容される

ことを特徴とするプロテクタ。
【請求項２】
　前記保護部の他端部に 、前記装着部を装着したとき前記貫通孔を形成する壁の表面に
開口部が相対する凹状の収容部を設け、該収容部の先端部に 、ワイヤハーネスを取り付
ける取付体を設けた 請求項
【発明の詳細な説明】
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であって、

プロテクタにおいて、
断面ほぼ凹状の収容体と、その収容体

の開口部を閉塞する蓋体とからなる筒状保護体で構成され、前記装着部が、前記貫通孔に
挿入されるほぼ筒状の挿入部と、その挿入部の挿入方向後方側の端部に設けられ、貫通孔
を形成する壁の表面に当接する当接片と、その当接片が貫通孔を形成する壁の表面に当接
したとき、貫通孔を形成する周壁と係合して前記挿入部の挿入方向後方側への移動を防止
する係止部材とからなり、前記装着部には、前記当接片の開口部をほぼ閉塞するように板
状の閉塞部を設け、この閉塞部のほぼ中央部に前記保護部の一端部を配設し、該保護部を
、装着部を前記貫通孔に装着したとき、貫通孔を形成する壁の表面に沿うように、また、
保護部が断面ほぼ凹状の収容体を有するとき、収容体の開口部が貫通孔を形成する壁の表
面に相対するように延在させた

は
は

ことを特徴とする １に記載のプロテクタ。



【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、車両パネル等の貫通孔に挿入されるワイヤハーネスを保護するプロテクタに
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　自動車等の車体には複数のいろいろな形の車両パネルが設けられている。これら車両パ
ネルには貫通孔が複数設けられ、これら貫通孔は、例えば、自動車のバッテリーとライト
類等の電気部品とを接続するワイヤハーネス等が挿入されている。利用されていない貫通
孔にはカバーが取り付けられて、閉塞されている。閉塞された貫通孔は、新たに電気部品
を取り付けたりしたときに、必要に応じてカバーを外して、その電気部品に接続するワイ
ヤハーネスを挿入して利用される。
　電気系統の接続に使用されているワイヤハーネスにはプロテクタが取り付けられて保護
されている。ワイヤハーネスは直線に配索されていることがほとんどなく殆どは曲って配
索され、この曲った部分にもプロテクタが取り付けられている。貫通孔にワイヤハーネス
を単に挿入すると、ワイヤハーネスと貫通孔のエッジとが接触してワイヤハーネスに傷な
どが生じることがあるので、貫通孔を形成する壁を保護部材で覆ったり、貫通孔に挿入さ
れているワイヤハーネスにプロテクタを取り付けたりすることが提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前述のように、貫通孔を形成する壁を保護部材で覆ったり、貫通孔に挿
入されているワイヤハーネスにプロテクタを取り付けたりしても、車体は移動の際に必ず
振動するため、その振動によりワイヤハーネスと貫通孔とが接触して、長期的には保護部
材やプロテクタが壊れることも考えられ、ワイヤハーネスを確実に保護することができな
いことがあり得る。
　そこで、本発明は、このような実状に鑑みなされたものであり、その目的は、車両パネ
ル等の貫通孔に挿入されるワイヤハーネスを確実に保護することができるプロテクタを提
供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、本発明のプロテクタは、貫通孔に挿入されたワイヤハーネ
スを保護するプロテクタ 前記貫通孔に装着される装着部と、その装着部に設け
られ、前記ワイヤハーネスの他の部材への接触を防止する保護部と、を備えた

前記保護部が、前記ワイヤハーネスが収容される

【０００５】
　このように構成することで、貫通孔に挿入されたワイヤハーネスが保護部によって貫通
孔を係止する壁等の他の部材への接触が防止されるので、ワイヤハーネスが貫通孔と接触
することによる不具合が生じることなく、ワイヤハーネスを確実に保護することができる
。
【０００６】
　前記保護部が、前記ワイヤハーネスが収容される筒状保護体である ワイヤハーネ
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であって、
プロテクタ

において、 断面ほぼ凹状の収容体と、そ
の収容体の開口部を閉塞する蓋体とからなる筒状保護体で構成され、前記装着部が、前記
貫通孔に挿入されるほぼ筒状の挿入部と、その挿入部の挿入方向後方側の端部に設けられ
、貫通孔を形成する壁の表面に当接する当接片と、その当接片が貫通孔を形成する壁の表
面に当接したとき、貫通孔を形成する周壁と係合して前記挿入部の挿入方向後方側への移
動を防止する係止部材とからなり、前記装着部には、前記当接片の開口部をほぼ閉塞する
ように板状の閉塞部を設け、この閉塞部のほぼ中央部に前記保護部の一端部を配設し、該
保護部を、装着部を前記貫通孔に装着したとき、貫通孔を形成する壁の表面に沿うように
、また、保護部が断面ほぼ凹状の収容体を有するとき、収容体の開口部が貫通孔を形成す
る壁の表面に相対するように延在させたことを特徴とする。

から、



スが筒状保護体内に収容されるので、簡単な構造でワイヤハーネスの保護を確実に行える
。
【０００７】
　前記筒状保護体が、前記ワイヤハーネスが収容される断面ほぼ凹状の収容体と、その収
容部の開口部を閉塞する蓋体とからな
　このように、筒状保護体が収容体と蓋体とからなることにより、筒状保護体内にワイヤ
ハーネスを容易に収容させることができ、簡単な構造でワイヤハーネスの保護を確実に行
えることになる。
【０００８】
　 前記装着部が、前記貫通孔に挿入されるほぼ筒状の挿入部と、その挿入部の挿入
方向後方側の端部に設けられ、貫通孔を形成する壁の表面に当接する当接片と、その当接
片が貫通孔を形成する壁の表面に当接したとき、貫通孔を形成する周壁と係合して前記挿
入部の挿入方向後方側への移動を防止する係止部材とから

【０００９】
　 前記装着部に 、前記当接片の開口部をほぼ閉塞するように板状の閉塞部を設け
、この閉塞部のほぼ中央部に前記保護部の一端部を配設し、該保護部を、装着部を前記貫
通孔に装着したとき、貫通孔を形成する壁の表面に沿うように、また、保護部が断面ほぼ
凹状の収容体を有するとき、収容体の開口部が貫通孔を形成する壁の表面に相対するよう
に延在させ

【００１０】
　前記保護部の他端部に 、前記装着部を装着したとき前記貫通孔を形成する壁の表面に
開口部が相対する凹状の収容部を設け、該収容部の先端部に、ワイヤハーネスを取り付け
る取付体を設けることが好ましい（請求項 ）。
　このように構成することで、ワイヤハーネスを取付体に取り付け、この取り付けたワイ
ヤハーネスが収容部及び保護部に収容されるので、ワイヤハーネスをより一層確実に保護
することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳述する。
　図１及び図２ ロテクタを示す図であり、図３乃至図６

プロテクタを示す図である。図１乃至図６において、１はプロテク
タを示し、このプロテクタ１は、車両パネル等の貫通孔２に挿入されたワイヤハーネス３
を保護するものである。
　プロテクタ１は、合成樹脂を材料として成形され、貫通孔２に装着される装着部４と、
ワイヤハーネス３の他の部材への接触を防止する保護部５とから主になる。
【００１２】
　装着部４は、貫通孔２に装着されるもので、例えば貫通孔２に挿入されるほぼ筒状の挿
入部６と、その挿入部６を貫通孔２に着脱自在に係止する係止手段７とからなる。
　挿入部６は、貫通孔２に挿入される筒状であって貫通孔２の形状に応じた形状、すなわ
ち貫通孔２に挿入したとき、貫通孔２を形成する周壁８のその周方向ほぼ全体に外面が接
して周壁８により外面が押圧される形状に形成することが好ましい。挿入部６の先端部に
は、貫通孔２内への挿入が容易になるように先端部に向うに連れて傾斜するテーパ部を設
けることが好ましい。
　挿入部６の長さは、貫通孔２の長さ（貫通孔２の延在方向の長さ）より長く形成されて
いる。挿入部６の他端部の外面に、貫通孔２の長さとほぼ同じ長さ窪んだ断面ほぼ凹状の
窪み部９を形成することが好ましく、貫通孔２に挿入部６を挿入したとき、この窪み部９
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っている。

特に、

なっているから、挿入部を挿入
するだけの１つの動作（ワンタッチ）で装着を行えるので、プロテクタの貫通孔への装着
が容易である。

また、 は

ているから、貫通孔を介して他の物が入り難い。また、保護部が貫通孔を形成
する壁の表面に沿うように設けられているので、例えば他の搭載物の邪魔になることがな
い。よって、ワイヤハーネスを一層確実に保護することができる。

は

２

は第１の実施形態におけるプ は第
２の実施形態における



に周壁８が当接して装着される。このときの挿入部６は、貫通孔２に挿入可能であり挿入
したとき周壁８により外面が押圧されると共に、窪み部９がその押圧力よりは小さいが周
壁８が当接したとき周壁８により窪み部９が押圧されるような形状に形成することが好ま
しい。
【００１３】
　係止手段７は、どのように構成してもよく、例えば、その挿入部６の挿入方向後方側の
端部に設けられ、貫通孔２を形成する壁の表面に当接する当接片１０と、その当接片１０
が貫通孔２を形成する壁の表面に当接したとき、貫通孔２を形成する壁と係合して前記挿
入部６の挿入方向後方側への移動を防止する係止部材１１とからなる。
【００１４】
　当接片１０は、挿入部６の挿入方向後方側の端部（他端部）に、その外方にほぼ直角に
折り曲げられたように環状に形成されたり、又はその周方向に所定の間隔を隔てて複数の
片から形成されてたりし、挿入部６を貫通孔２に挿入したとき、当接片１０が貫通孔２を
形成する壁の表面に当接して、挿入部２の挿入方向前方への移動を防止するものである。
【００１５】
　係止部材は、例えば、挿入部６の貫通孔２の長さより挿入方向前方の長い部分の外面に
、外面より外方に突出する可撓自在な係止片１１により形成されている。係止片１１は、
その周方向に沿って所定の間隔を隔てて複数図示例では３つ設けられている。
　係止片１１は、その先端部が挿入部６の挿入方向前方の端部に一体的に取り付けられ、
後方にいくにつれて挿入部６の外面より外方に突出すると共に、この後端部が挿入部６の
外面より内方に可撓自在に形成されており、挿入部６を貫通孔２に挿入したとき、係止片
１１が可撓して貫通孔２内を貫通すると共に、貫通後元の状態に戻るようになっている。
　係止片１１の長さは、係止片１１を可撓させて挿入部６を貫通孔２に挿入させて、当接
片１０が貫通孔２を形成する壁の表面に当接したとき、係止片１１が貫通孔２内を貫通し
て元の状態に戻って係止片１１の後端部が当接片１０が当接する壁の表面とは反対側の壁
に当接して、挿入部６（装着部４）の挿入方向後方への移動が阻止される寸法である。
【００１６】
　当接片１０（挿入部６の挿入方向後方側の端部）には、その開口部を閉塞又はほぼ閉塞
する閉塞部１２を設けることが好ましく、このように閉塞部１２を設けた場合には、閉塞
部１２に保護部５を設けるようにすることがよい。
　保護部５は、ワイヤハーネス３の他の部材例えば貫通孔２を形成する周壁８等への接触
を防止するものであればどのように形成してもよく、例えば図１乃至図６に示すように、
ワイヤハーネス３と共に紐やテープなどの帯状部材等の巻き付け部材により巻きつけられ
てワイヤハーネス３を取り付ける取付板１３が挙げられる。
【００１７】
　取付板１３は、平板状であっても、ワイヤハーネス３の外表面のＲとほぼＲに湾曲した
曲板状であってもよく、また、その幅は特に限定されないが、ワイヤハーネス３の幅（直
径）とほぼ同じからその半分ぐらいの寸法であることが好ましい。取付板１３の長さは、
ワイヤハーネス３を取り付けることができるならばどのような寸法でもよい。
　取付板１３の一端部が、挿入部６のほぼ中央部でその挿入部６の延在方向に沿ってワイ
ヤハーネス３が固着されるように閉塞部１２の係止片１１側に取り付けられている。取付
板１３の一端部の両側部には、ワイヤハーネス３を取付板１３に取り付けたとき、取付板
１３がワイヤハーネス３の重み等で傾かないようにするための三角形状の保持片１４がそ
れぞれ設けられている。取付板１３の他端部であってワイヤハーネス３が当接する面と反
対側の面の端縁部のほぼ中央部には、巻き付け部材のずれ止めとして突条１５が設けられ
ている。
【００１８】
　閉塞部１２の取付板１３が取り付けられている縁部から挿入部６にかけて切り欠いてな
るワイヤハーネス挿入口１６が設けられている。ワイヤハーネス挿入口１６は、取付板１
３の取付面とほぼ直交する方向に延在し、ワイヤハーネス３が挿入し得る幅の矩形状に形
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成されている。
【００１９】
　閉塞部１２及び当接片１０のそれぞれの取付板１３とは反対側には、ワイヤハーネス３
を収容する収容部１７が設けられている。
　収容部１７は、平板状の底壁１８及びその両側に立設された平板状の側壁１９、１９か
らほぼ凹状に形成されている。ここでいう収容部１７のほぼ凹状とは、ワイヤハーネス３
を収容し得るものを意味し、ほぼ凹状の他にＵ字状、Ｖ字状等のワイヤハーネス３を収容
する部分を有するものが全て含まれるものをいう。
【００２０】
　底壁１８の幅（側壁１９、１９間の幅）は、前記ワイヤハーネス挿入口１６の幅とほぼ
同じに形成されている。
　側壁１９の高さは、ワイヤハーネス３を収容部１７内に完全に収容し得る寸法に形成さ
れている。両側壁１９、１９の一端部の上部が前記ワイヤハーネス挿入口１６を形成する
閉塞部１２及び当接片１０の両縁部にそれぞれ取り付けられて、装着部４を貫通孔２に装
着したとき、収容部１７が貫通孔２を形成する壁の表面近傍に沿うように配置される。
　収容部１７は、ワイヤハーネス３をほぼ２次元的に収納するものであり、ワイヤハーネ
ス３の配索に応じて、図１及び図２に示すように、直線状に形成されたり、図３乃至図６
に示すように、配索に応じて任意に屈曲して形成されたりする。
【００２１】
　収容部１７の一端部には、収容部１７の長手方向の開口部（両側壁１９、１９と底壁１
８とで形成される開口部）を閉塞する閉塞壁２０が設けられ、この閉塞壁２０の閉塞部側
端部が閉塞部１２又は取付板１３の一端部に接するか又は一体的に取り付けられ、取付板
１３及び閉塞壁２０と底壁１８とでほぼＬ字状に形成され、この部分にワイヤハーネス３
が当接される。
【００２２】
　底壁１８の他端部は、図１乃至図６に示すように、両側壁１９、１９より延出されてワ
イヤハーネス３と共に前記巻き付け部材により巻きつけられてワイヤハーネス３を着脱自
在に取り付ける取付体２１として形成されている。取付体２１の幅は、図示例では底壁１
８の幅と同じ寸法に形成されているが、底壁１８の幅と異なる寸法に形成してもよい。取
付体２１の長さは、ワイヤハーネス３を取り付けることができるならばどのような寸法で
もよい。取付体２１の他端部であってワイヤハーネス３が当接する面と反対側の面の端縁
部のほぼ中央部には、巻き付け部材のずれ止めとして突条２２が設けられている。
【００２３】
　収容部１７のどちらか一方の側壁１９の側部には、図３乃至図６に示すように、係止板
２３を介して貫通孔２を形成する壁に収容部１７を着脱自在に係止する係止部２４を設け
ることが好ましい。係止部は、具体的には例えば、貫通孔２を形成する壁の所定の位置に
設けられた係止孔（図示せず）に挿入されて係合する２つの可撓性の係止腕２５、２５を
有する突状のクリップ２４として形成されている。
【００２４】
　さて、このプロテクタ１を用いてワイヤハーネス３を保護するには、まず、貫通孔２に
貫通させるワイヤハーネス３又は貫通孔２に貫通させたワイヤハーネス３を例えばＬ字状
に屈曲させ、貫通孔２内に位置させる側のワイヤハーネス３を取付板１３に当接させると
共に、屈曲させたワイヤハーネス３をワイヤハーネス挿入口１６から収容部１７に挿入し
て底壁１８及び取付体２１に当接させる。
【００２５】
　その取付板１３とその取付板１３に当接したワイヤハーネス３とを巻き付け部材例えば
テープにより一緒に巻くと共に、取付体２１とその取付体２１に当接したワイヤハーネス
３とを巻き付け部材例えばテープにより一緒に巻くと、ワイヤハーネス３が屈曲した状態
にプロテクタ１に取り付けられる。このとき、取付板１３及び取付体２１には突状１５、
２２が設けられているので、テープがずれて外れることがなく、ワイヤハーネス３をプロ
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テクタ１に確実に取り付けることができる。
【００２６】
　次に、ワイヤハーネス３を取り付けたプロテクタ１を貫通孔２に装着するには、その挿
入部６を貫通孔２内に挿入する。係止片１１は、貫通孔２を形成する周壁８により挿入部
６の内側に可撓して貫通孔２内を移動する。そして、当接片１０が貫通孔２を形成する壁
の表面に当接すると、係止片１１が貫通孔２を貫通して元の状態に戻り係止片１１の後端
部が当接片１０が当接する壁の表面とは反対側の壁に当接する。このように、プロテクタ
１が当接片１０によって挿入方向前方への移動が防止されると共に、係止片１１により挿
入方向後方への移動が防止され、プロテクタ１が貫通孔２に装着されることになる。この
とき、挿入部６の他端部の外面に窪み部９が形成されていると、貫通孔２に挿入部６を挿
入したとき、この窪み部９に周壁８が当接して挿入部６が貫通孔２から抜け難くなる。
　なお、ワイヤハーネス３の取付板１３及び取付体２１への巻き付け部材による取付をプ
ロテクタ１を貫通孔２に装着する前に行ったが、装着後に行うようにしてもよい。
【００２７】
　したがって、 のプロテクタ１は、貫通孔２に挿入されたワイヤハーネス３
の少なくとも貫通孔２内では取付板１３に取り付けられているため、例えば車体が振動し
ても、その振動によりワイヤハーネス３と貫通孔２とが接触することがないので、ワイヤ
ハーネス３を確実に保護することができる。
【００２８】
　また、ワイヤハーネス３が貫通孔２内のほぼ中央部で、貫通孔２の延在方向に沿って取
り付けられているので、ワイヤハーネス３がさらに確実に貫通孔２と接触することがなく
、ワイヤハーネス３をより確実に保護することができる。
【００２９】
　また、挿入部６を貫通孔２内に挿入するだけの１つの動作（ワンタッチ）で、プロテク
タ１が貫通孔２に装着されるので、貫通孔２への装着が容易である。
【００３０】
　また、閉塞部１２を設けることで、貫通孔２を介して他の物が貫通孔２を介して反対側
に入り難い。また、ワイヤハーネス挿入口１６を設けると、ワイヤハーネス３を取付板１
３に取り付けるとき、例えば閉塞部１２に孔を設けてその孔にワイヤハーネスを挿入する
場合に比して、取付板１３へのワイヤハーネス３の位置決めを簡単に行え、容易にワイヤ
ハーネス３の取付を行える。
【００３１】
　また、ワイヤハーネス３を収容部１７に収容することで、ワイヤハーネス３がさらに収
容部１７でも保護されるので、ワイヤハーネス３を一層確実に保護することができる。ま
た、収容部１７を貫通孔２を形成する壁の表面に沿うように設けることで、ワイヤハーネ
ス３が他の搭載物等の邪魔になることがなくさらにより一層確実に保護することができる
。さらに、ワイヤハーネス３は取付体２１に取り付けられることで、ワイヤハーネス３を
取付板１３と取付体２１との２箇所で固定すると共に、これら固定された間のワイヤハー
ネス３が収容部１７に収容されるので、ワイヤハーネス３がより一層確実にプロテクタ１
に保護されることになる。
【００３２】
　また、収容部１７にクリップ２４を設けている場合には、プロテクタ１を貫通孔２に装
着するとほぼ同時又は装着後にクリップ２４を係止孔（図示せず）に挿入して係止孔と係
合させ、収容部１７を貫通孔２を形成する壁の所定の位置に係止させるようにする。具体
的には、クリップ２４を係止孔に挿入すると、係止孔を形成する周壁により２つの係止腕
２５、２５が可撓して、係止孔内に挿入され、係止孔を貫通すると、２つの係止腕２５、
２５が元の状態に復帰して係止孔を形成する壁と係止腕の先端部が当接してクリップ２４
によって収容部１７が係止される。
【００３３】
　このように、クリップ２４を挿入する方向が挿入部６の挿入方向と同じであるので、ク
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リップ２４を有していても１つの動作（ワンタッチ）で、プロテクタ１を装着することが
可能である。
　また、収容部１７をクリップ２４を介して貫通孔２を形成する壁に係止させることで、
プロテクタ１は装着部４とクリップ２４との２箇所で係止されるので、プロテクタ１を安
定に装着できることになる。すなわち、プロテクタの係止箇所が１箇所だけであると振動
によりがたつくことがあり得ると共に、振動等によりワイヤハーネス３が移動したりした
ときにはプロテクタが引張られて最悪の場合には破損することもあり得るが、プロテクタ
１を２箇所で係止することにより、その心配もなくなる。
【００３４】
　図７乃至図１１は本発 ロテクタを示す図であり、前記第２の プ
ロテクタと異なるところは、保護部５として筒状保護体２７を用いた点である。なお、前
記第２の プロテクタと同一部分には同一の符号を付し、その説明を省略
する。
【００３５】
　筒状保護体２７は、ワイヤハーネス３を収容してワイヤハーネス３の他の部材例えば貫
通孔２を形成する周壁８等への接触を防止するものである。
　筒状保護体２７は、どのように形成してもよく、例えば、断面円形状、三角形状、矩形
状、多角形状等の筒体でもよいが、好ましくは、開閉可能なもの、例えば、図７乃至図１
１に示すように、ワイヤハーネス３が収容される断面ほぼ凹状の収容体２８と、その収容
体２８の開口部を閉塞する蓋体２９とからなる開閉自在のものがよい。
　筒状保護体２７は、一方の開口部が貫通孔２内のほぼ中央部に位置されることが好まし
く、例えば、図示するように、閉塞部１２のほぼ中央部に一方の開口端部が挿入部６の挿
入方向前方側に向って開口されるように設けることが好ましい。
【００３６】
　すなわち、筒状保護体２７は、断面ほぼ凹状の収容体２８と、その収容体２８の開口部
を閉塞する蓋体２９とからなり、装着部４を貫通孔２に装着したとき、収容体２８の開口
部が貫通孔２を形成する壁の表面近傍に沿うように配置されている。収容体２８の一端部
は閉塞部１２のほぼ中央部に配設されると共に、他端部は当接片１０から所定距離離間し
た位置に配設されている。その一端部の延在方向前方が閉塞されて壁部３０として形成さ
れていると共に、その一端部側の開口部の一部が筒状保護体２７の開口部として形成され
るように、蓋体２９がヒンジ３１を介して収容体２８の一方の側壁端部に開閉自在に設け
られており、ワイヤハーネス３が収容体２８内にＬ字状に収容されると共に蓋体２９によ
って固定されるようになっている。
【００３７】
　蓋体２９の一部は、閉塞時に閉塞部１２及び当接片１０の一部として形成されるように
、閉塞部１２及び当接片１０とほぼ同一平面状に形成されており、蓋体２９を閉めて装着
することで、貫通孔２を形成する壁によって蓋体２９が開かないようになっている。この
蓋体２９と収容体２８とからなる筒状保護体２７はワイヤハーネス３の配索に応じて任意
に屈曲して形成されているが、もちろん直線状でもよい。
【００３８】
　また、筒状保護体２７の収容体２８にはさらにワイヤハーネス３の配索方向に応じて延
出した収容部３２が設けられている。収容部３２の側壁３３、３３の一方の側部には、係
止板２３を介して係止部２４としての２つの可撓性の係止腕２５、２５を有する突状のク
リップ２４が設けられている。また、収容部３２の底壁３４の先端部には、ワイヤハーネ
ス３と共に巻き付け部材により巻きつけられてワイヤハーネス３を着脱自在に取り付ける
取付体２１が設けられている。
【００３９】
　つまり、第２の プロテクタにおいて、取付板の代わりに収容部の一部
を閉塞する蓋体２９を設けることによりほぼ プロテクタ３５が構成されることに
なる。また、閉塞部１２及び当接片１０の一部分は、蓋体２９があるため、蓋体２９を開
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くためには変形されているが、機能的には第２の プロテクタと
プロテクタ３５との閉塞部１２及び当接片１０の違いはほとんどないので、同一符号を付
した。
【００４０】
　このように プロテクタ３５を構成しても前述とほぼ同様な作用効果を奏する。
　すなわち、貫通孔２に貫通させるワイヤハーネス３又は貫通孔２に貫通させたワイヤハ
ーネス３を例えばＬ字状に屈曲させて収容体２８及び収容部３２に挿入して収容させると
共に、取付体２１に当接させる。取付体２１とその取付体２１に当接したワイヤハーネス
３とを巻き付け部材例えばテープにより一緒に巻くと共に、蓋体２９をヒンジ３１を介し
て閉じることにより、ワイヤハーネス３が屈曲した状態にプロテクタ３５に固定される。
このとき、取付体２１には突状２２が設けられているので、テープがずれて外れることが
なく、ワイヤハーネス３をプロテクタ１に確実に取り付けることができる。
【００４１】
　次に、ワイヤハーネス３を取り付けたプロテクタ３５を貫通孔２に装着するには、その
挿入部６を貫通孔２内に挿入する。係止片１１は、貫通孔２を形成する周壁８により挿入
部６の内側に可撓して貫通孔２内を移動する。そして、当接片１０が貫通孔２を形成する
壁の表面に当接すると、係止片１１が貫通孔２を貫通して元の状態に戻り係止片１１の後
端部が当接片１０が当接する壁の表面とは反対側の壁に当接する。このように、プロテク
タ３５が当接片１０によって挿入方向前方への移動が防止されると共に、係止片１１によ
り挿入方向後方への移動が防止され、プロテクタ３５が貫通孔２に装着されることになる
。このとき、挿入部６の他端部の外面に窪み部９が形成されていると、貫通孔２に挿入部
６を挿入したとき、この窪み部９に周壁８が当接して挿入部６が貫通孔２から抜け難くな
る。
　なお、ワイヤハーネス３の取付体２１への巻き付け部材による取付をプロテクタ３５を
貫通孔２に装着する前に行ったが、装着後に行うようにしてもよい。
【００４２】
　したがって、本発明のプロテクタ３５は、貫通孔２に挿入されたワイヤハーネス３が筒
状保護体２７に収容されていると共に、蓋体２９が貫通孔２を形成する壁に当接している
ため、蓋体２９がロック機構等の係止機構がなくても開くことがないので、例えば車体が
振動しても、その振動によりワイヤハーネス３と貫通孔２とが接触することがなく、ワイ
ヤハーネス３を確実に保護することができる。
【００４３】
　また、筒状保護体２７の開口部が貫通孔２内のほぼ中央部で挿入部６の挿入方向前方側
に向って開口されるように設けられているたので、ワイヤハーネス３がさらに確実に貫通
孔２と接触することがなく、ワイヤハーネス３をより確実に保護することができる。また
、筒状保護体２７が収容体２８と蓋体２９とからなることにより、筒状保護体２７内にワ
イヤハーネス３を容易に収容させることができるので、簡単な構造でワイヤハーネス３の
保護を確実に行えることになる。
【００４４】
　また、挿入部６を貫通孔２内に挿入するだけの１つの動作（ワンタッチ）で、プロテク
タ３５が貫通孔２に装着されるので、貫通孔２への装着が容易である。
　また、閉塞部１２を設けることで、貫通孔２を介して他の物が貫通孔２を介して反対側
に入り難い。
【００４５】
　また、ワイヤハーネス３をさらに収容部３２に収容することで、ワイヤハーネス３がさ
らに収容部３２でも保護されるので、ワイヤハーネス３を一層確実に保護することができ
る。また、筒状保護体２７及び収容部３２を貫通孔２を形成する壁の表面に沿うように設
けることで、ワイヤハーネス３が他の搭載物等の邪魔になることがなくさらにより一層確
実に保護することができる。さらに、ワイヤハーネス３は筒状保護体２７に固定されるこ
とで、ワイヤハーネス３を筒状保護体２７と取付体２１との２箇所で固定すると共に、ワ
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イヤハーネス３が収容部３２に収容されるので、ワイヤハーネス３がより一層確実にプロ
テクタ３５に保護されることになる。
【００４６】
　また、収容部３２にクリップ２４を設けている場合には、プロテクタ１を貫通孔２に装
着するとほぼ同時又は装着後にクリップ２４を係止孔（図示せず）に挿入して係止孔と係
合させ、収容部３２を貫通孔２を形成する壁の所定の位置に係止させるようにする。具体
的には、クリップ２４を係止孔に挿入すると、係止孔を形成する周壁により２つの係止腕
２５、２５が可撓して、係止孔内に挿入され、係止孔を貫通すると、２つの係止腕２５、
２５が元の状態に復帰して係止孔を形成する壁と係止腕の先端部が当接してクリップ２４
によって収容部３２が係止される。
【００４７】
　このように、クリップ２４を挿入する方向が挿入部６の挿入方向と同じであるので、ク
リップ２４を有していても１つの動作（ワンタッチ）で、プロテクタ３５を装着すること
が可能である。
　また、収容部３２をクリップ２４を介して貫通孔２を形成する壁に係止させることで、
プロテクタ３５は装着部４とクリップ２４との２箇所で係止されるので、プロテクタ３５
を安定に装着できることになる。すなわち、プロテクタの係止箇所が１箇所だけであると
振動によりがたつくことがあり得ると共に、振動等によりワイヤハーネス３が移動したり
したときにはプロテクタが引張られて最悪の場合には破損することもあり得るが、プロテ
クタ３５を２箇所で係止することにより、その心配もなくなる。
【００４８】
【発明の効果】
　以上要するに請求項１に記載の発明によれば、貫通孔に挿入されたワイヤハーネスが保
護部によって貫通孔を係止する壁等の他の部材への接触が防止されるので、ワイヤハーネ
スが貫通孔と接触することによる不具合が生じることなく、ワイヤハーネスを確実に保護
することができる。
【００４９】
　 ワイヤハーネスが筒状保護体内に収容されるので、簡単な構造でワイヤハーネス
の保護を確実に行える

【００５０】
　 装着部を挿入部と当接片と係止部材とにより構成することで、挿入部を挿入する
だけの１つの動作（ワンタッチ）で装着を行えるので、プロテクタの貫通孔への装着が容
易である

【００５１】
　請求項 に記載の発明によれば、ワイヤハーネスを取付体に取り付け、この取り付けた
ワイヤハーネスが収容部及び保護部に収容されるので、ワイヤハーネスをより一層確実に
保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　 プロテクタを貫通孔に装着する前の状態を示す斜視図
である。
【図２】　 プロテクタを貫通孔に装着した状態を示す斜視図であ
る。
【図３】　 プロテクタを示す平面図である。
【図４】　 プロテクタを示す正面図である。
【図５】　 プロテクタを示す側面図である。
【図６】　 プロテクタを示す斜視図である。
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また、
。しかも筒状保護体が収容体と蓋体とからなることにより、筒状保

護体内にワイヤハーネスを容易に収容させることができ、簡単な構造でワイヤハーネスの
保護を確実に行えることになる。

更に、

。貫通孔を介して他の物が入り難く、また、保護部が貫通孔を形成する壁の表面
に沿うように設けられているため、例えば他の搭載物の邪魔になることがないので、ワイ
ヤハーネスを一層確実に保護することができる。

２

第１の実施形態における

第１の実施形態における

第２の実施形態における
第２の実施形態における
第２の実施形態における
第２の実施形態における



【図７】　本発明 ロテクタを示す平面図である。
【図８】　本発明 ロテクタを示す正面図である。
【図９】　本発明 ロテクタを示す側面図である。
【図１０】　本発明 ロテクタを示す斜視図である。
【図１１】　本発明 ロテクタを示す斜視図である。
【符号の説明】
１　　プロテクタ
２　　貫通孔
３　　ワイヤハーネス
４　　装着部
５　　保護部
６　　挿入部
１０　当接片
１１　係止部材（係止片）
１２　閉塞部
１３　取付板
１６　ワイヤハーネス挿入口
１７　収容部
１８　底壁
１９　側壁
２１　取付板
２７　筒状保護体
２８　収容体
２９　蓋体
３２　収容部
３５　プロテクタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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